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令和３年度むかわ町病院事業会計決算審査意見書

 地方公営企業法第３０条第２項の規定に基づき審査に付された、「令和３年度むかわ町病院

事業会計」の決算書、証書類及びその他政令で定める書類を審査した結果について、次のとお

り意見を提出する。

  令和４年８月３１日

むかわ町監査委員  数 矢 伸 二

むかわ町監査委員  三 上 純 一   





令和３年度むかわ町病院事業会計決算審査意見

１ 審査の対象

  令和３年度むかわ町病院事業会計決算

２ 審査の期間

  令和４年７月５日   １日間

３ 審査の概要

  この審査に当たっては、地方公営企業法第３条の経営の基本原則に基づき、適正かつ効率

的に予算の執行及び事業の経営が行われているかどうか、決算報告書、財務諸表及び事業

報告書が関係法令に準拠して作成されているか、また計数が正確に記載され、かつ当該事

業年度における財政状態を適正に表示しているか否かを検証するため、関係諸帳簿等を検

査し、合わせて関係職員の説明を聴取し審査をした。

  なお、現金預金については、例月出納検査において確認し、預金通帳を検査し適正さを審

査した。

４ 審査の結果

（１）決算諸表について

   審査に付されたむかわ町病院事業会計決算報告書、財務諸表、事業報告書及び附属書 

類は、それぞれ関係法令の規定に適合し、経営成績及び当該年度末における財政状態が 

適正に表示されており、決算計数は適正なものと認めた。

（２）事業状況について

   むかわ町病院事業は、平成２０年３月１日に設置されている。これは、北海道厚生農 

業協同組合連合会（以下「北海道厚生連」という。）により運営されていた「ＪＡ鵡川

厚生病院」の町立移管によるものである。

   病院の運営については、利用料金制による指定管理者制度を導入し、北海道厚生連を指

定管理者に指定している。

   平成２５年度に新しく開院した鵡川厚生病院において、より一層の医療充実を図ってい

る。

   本事業会計において、収益的収支では手数料や補助金の収入、用地及び建物等の減価償 

費のほか、「むかわ町鵡川厚生病院の指定管理者による管理に関する基本協定書」【以

下「基本協定書」という。】に基づく指定管理者への運営交付金及び損失交付金の支出、

資本収支では、病院改築事業に伴う借入を行った企業債元金償還は、平成２６年度より

開始している。

建    物 土   地

所 在 地 むかわ町美幸 1丁目 86番地 むかわ町美幸 1丁目 90番地ほか

取得面積 4,836.00㎡（床面積） 12,290.53㎡

取得価格 1,307,422,329円 78,330,300円
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  ア 収益的収入及び支出（消費税及び地方消費税を除く。）

                                  （単位：円、％）

区 分 ３年度 ２年度
前 年 度 比 較

増減額 増減率

 病院事業収益① 294,860,207 281,767,308 13,092,899 4.6%

 病院事業費用② 325,349,325 311,542,057 13,807,268 4.4%

 純利益 ①－② △ 30,489,118 △ 29,774,749 △ 714,369 △ 2.4%

    当年度の病院事業収益は、医業収益として診断書等文書料が 1,263,777 円、医業外収

益で一般会計からの補助金のほか職員住宅料等及び長期前受金の収益化による戻入額も

含め 293,596,430 円となっており、合わせて 294,860,207 円の決算額となっている。 

  前年度比較で 13,092,899 円の増加（4.6％）となっており、主な要因は一般会計から

の補助金の増加によるものである。 

    病院事業費用は、医業費用が建物等の火災保険料、借地料、事務什器リース料、運営

交付金、損失交付金、会計システム負担金、設備検査手数料、減価償却費等で

320,251,646 円の決算額となっており、医業外費用では、企業債利息等、長期前払消費

税勘定償却及び雑支出で決算額は、5,097,679円となっている。

 当年度においては、事業費用合計が 325,349,325 円で前年度比較で 13,807,268 円の増

加（4.4%）となり、医療費用の運営交付金の増加が主な要因となっている。

指定管理者制度による北海道厚生連の運営管理について、令和３年度分の業務量は次

表のとおりである。

    「むかわ町鵡川厚生病院の指定管理者による管理に関する基本協定書」に基づく指定

管理者への運営交付金は 143,178,000 円で、令和２年度分の損失交付金は 107,697,379

円となっており、前年度と比較すると運営交付金が 13,741,000 円(10.6％)の増加、損失

交付金が 38,374円(0.0％)の増加となっている。

区  分 ３年度 ２年度 元年度

入 院 診 療 日 数 365 日 365 日 366 日

延 べ 入 院 患 者 数 6,174人 6,156 人 7,073 人

１日平均入院患者数 17 人 17 人 19 人

外 来 診 療 日 数 243 日 244 日 241 日

延 べ 外 来 患 者 数 18,749 人 17,815 人 19,577 人

１日平均外来患者数 77 人 73 人 81 人

前年度については、入院及び外来とも新型ウイルス感染症の影響もあり患者数は減少

したが、今年度については、増加する結果となっている。
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  イ 資本的収入及び支出

                                 （単位：円／％）

区 分 ３年度 ２年度 
前 年 度 比 較 

増減額 増減率 

 資本的収入①    38,522,000 29,745,000 8,777,000  29.5%

 資本的支出② 68,972,724 64,461,914  4,510,810  7.0%

 収支差引額①－② △ 30,450,724 △ 34,716,914 4,266,190 12.3%

    資本的収入については、決算額は 38,522,000 円で前年度に比べ 8,777,000 円(29.5

％)の増加となっているが、企業債の増加によるものである。 

    資本的支出の決算額は 68,972,724 円で、企業債返還金 56,487,724 円に加え、糖尿病

検査項目自動分析装置及び医用画像管理システム購入における備品購入費の計上により、

4,510,810 円(7.0％)の増加となっている。 

（３）財産状況について

  ア 有形固定資産について

                                 （単位：円／％）

区   分 ３年度 ２年度
前 年 度 比 較

増減額 増減率

土 地 78,330,300 78,330,300 0 0.0%

建 物 816,160,551 865,648,334 △ 49,487,783 △ 5.7%

構 築 物 36,914,264 45,944,606 △ 9,030,342 △ 19.7%

機 器 備 品 47,391,185 44,018,750 3,372,435  7.7%

    有形固定資産は、当年度において機器備品が増減し、減価償却累計額が 65,450,690

円の増加、19,855,000円の減少により年度末総額は 978,796,300円となっている。

  イ 負債について

                                 （単位：円／％）

区   分 ３年度 ２年度
前 年 度 比 較

増減額 増減率

 負  債 1,068,204,397 1,124,157,352 △ 55,952,955 △ 5.0%

 年度末負債額は 1,068,204,397 円で、これは企業債を 56,487,724 円償還し、年度末残

高が 772,195,649 円となったことが主な要因で、前年度から 55,952,955 円(5.0％)減少

している。

  ウ 資本について

                                 （単位：円／％）

区   分 ３年度 ２年度
前 年 度 比 較

増減額 増減率

 資本及び剰余金 7,601,510 11,968,628 △ 4,367,118 △36.5%

    資本の総額は 7,601,510 円で、これは一般会計からの出資金 26,122,000 円が増加した

が欠損金が 30,489,118 円となっていることから、前年度から 4,367,118 円(36.5％)の減

少となっている。
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５ むすび

病院事業の決算額については、当年度純損失が 30,489,118 円を計上し、前年度の純損失

29,774,749円に比べ 714,369円(2.4％)の減少となった。

人口減少が進むなか高齢者人口割合が上昇を続けている本町においては、住民の健康を

守る地域医療の確保のために、穂別国保診療所と鵡川厚生病院が果たす役割は極めて重要

である。民間医療機関による医療提供が期待できないなか、町立病院等は必要な医療を安

定的に継続的に提供していくために、地域医療機関との連携強化、ネットワーク化及び経

営の効率化が不可欠であるとした新改革プランに沿った地域医療に取り組まれている。

  令和元年度に発生した新型コロナ感染拡大が、令和４年度においても未だ終息しない状況

の中で、第７波の感染拡大と社会経済活動の両立のなか、新型コロナウイルス感染症対応

など異例な状況が続いており、病院事業も大きな影響を受けているところではあるが、指

定管理者への運営交付金及び損失交付金が数年来増加していることから計画的な運営がま

すます求められるところである。

令和３年度の決算状況においては、適正な事業運営となっており、指定管理者である北

海道厚生農業協同組合連合会との連携を図り、今後とも本町の中心医療機関として質の高

い医療サービスを提供する体制を維持強化するとともに、効率性・経済性に配意し、公共

の福祉増進に努められたい。

注 1 文中及び各表中の金額で、千円単位（単位未満は四捨五入）で表示していることがあ

る。そのため、差額又は合計額が円単位での実施と一致しない場合がある。

    2 比率（％）については、原則として、小数点以下第２位を四捨五入している。

    3 各表中で使用した符号「△」は負数である。
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